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市
営
住
宅
入
居
者

●
募
集
団
地

・
有　

家　

堂
山
団
地　
（
１
戸
）

・
加
津
佐　

泉
が
丘
団
地（
１
戸
）

・
加
津
佐　

旭
団
地　
　
（
８
戸
）

＊
単
身
者
専
用

・
布　

津　

新
田
団
地　
（
１
戸
）

※

こ
れ
以
外
に
も
追
加
募
集
を
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
募
集
期
間
／
11
月
１
日
㈪
〜
12

日
㈮

●
入
居
資
格
条
件
／
収
入
の
基
準

に
該
当
す
る
な
ど
、
こ
ち
ら
の
指

定
す
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
人

（
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
）

●
入
居
者
の
決
定
／
資
格
要
件
を

満
た
し
た
申
込
者
の
数
が
募
集
戸

数
を
超
え
る
場
合
は
、
公
開
抽
選

を
行
い
ま
す
。

●
抽
選
日
／
11
月
22
日
㈪ 

午
後

２
時
〜　

南
有
馬
庁
舎

お 

都
市
計
画
課

☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
６
７

南
有
馬
支
所
臨
時
職
員

●
募
集
人
員
／
１
人

●
勤
務
内
容
／
窓
口
業
務
補
助

●
報
酬
／
時
給
７
０
０
円

●
保
険
適
用
／
社
会
保
険
・
雇
用

保
険
あ
り

●
勤
務
日
お
よ
び
時
間
／
週
５
日

（
土
、
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
を
除

く
）、午
前
８
時
45
分
〜
午
後
５
時

15
分（
う
ち
休
憩
時
間
１
時
間
）

●
雇
用
期
間
／
12
月
１
日
〜
平
成

23
年
３
月
31
日

●
申
込
期
限
／
11
月
16
日
㈫
必
着

●
応
募
資
格
／
南
島
原
市
在
住
、

普
通
運
転
免
許
所
持
者
、
パ
ソ
コ

ン（
ワ
ー
ド
、エ
ク
セ
ル
）初
級
程
度

●
試
験
／
面
接　

※

日
時
、
場
所
の
詳
細
は
、
後
日

　

連
絡
し
ま
す
。

も 

市
販
の
履
歴
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
（
写
真
添
付
）、「
南
有

馬
支
所
臨
時
職
員
申
込
」
と
朱
書

き
し
た
封
筒
に
入
れ
て
郵
送
し
て

く
だ
さ
い
（
持
参
可
）。

お 

南
有
馬
支
所

☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
１
７
０

〒
８
５
９
ー
２
４
１
２　

南
島
原
市

南
有
馬
町
乙
１
０
２
３
番
地

長
崎
県
立
盲
学
校
専
攻
科（
針

灸
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
養
成
課
程
）

入
学
生

●
入
学
資
格
／
高
等
学
校
を
卒
業

し
、
視
覚
に
障
害
の
あ
る
人
（
中

途
視
覚
障
害
者
も
含
む
）。

●
設
置
学
科
／
（
い
ず
れ
も
修
業

年
限
は
３
年
）

・
保
健
理
療
科　

あ
ん
摩
マ
ッ
サ

ー
ジ
指
圧
師
の
養
成

・
理
療
科　

あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ

指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゅ
う
師

の
養
成

り 

入
学
金
、
授
業
料
は
無
料
。

ま
た
、教
科
書
の
購
入
費
、実
習
費
、

給
食
費
、
通
学
費
、
帰
省
費
（
寄

宿
舎
生
）
な
ど
に
つ
い
て
は
公
的

補
助
が
あ
り
ま
す
。

●
学
校
説
明
会

と 

12
月
11
日
㈯　

午
後
１
時
〜

午
後
３
時
10
分

ば 

長
崎
県
立
盲
学
校　

西
彼
杵

郡
時
津
町
西
時
津
郷
８
７
３

な 

授
業
体
験
や
補
助
具
体
験
、

入
学
相
談
な
ど

も 

12
月
６
日
㈪
ま
で
電
話
ま
た

は
メ
ー
ル
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。

お 

長
崎
県
立
盲
学
校

☎
０
９
５（
８
８
２
）０
０
２
０

（
担
当
）
久
松
、
鬼
島

平
成
23
年
度
自
治
医
科
大
学

入
学
者

　

県
で
は
、
自
治
医
科
大
学
入
学

者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
離
島
・

へ
き
地
の
医
師
確
保
対
策
の
た
め
、

入
学
金
や
授
業
料
な
ど
の
学
費
は

入
学
者
全
員
に
貸
与
さ
れ
、
卒
業

後
、
県
内
の
離
島
の
病
院
な
ど
に

一
定
期
間
勤
務
す
れ
ば
、
そ
の
返

還
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

●
出
願
期
間
／
平
成
23
年
１
月
４

日
㈫
〜
１
月
18
日
㈫ 

午
後
５
時

（
必
着
）

●
入
学
要
項
の
頒
布
（
無
償
）

・
直
接
／
長
崎
県
医
療
人
材
対
策
室

　

☎
０
９
５（
８
９
５
）２
４
２
１

〒
８
５
０
ー
８
５
７
０ 

長
崎
市

江
戸
町
２
番
13
号

・
郵
送
／
自
治
医
科
大
学
学
事
課

教
務
第
１
係

　

☎
０
２
８
５（
５
８
）７
０
４
５

　

〒
３
２
９
ー
０
４
９
８ 

栃
木
県

下
野
市
薬
師
寺
３
３
１
１-

１

お 

長
崎
県 

医
療
人
材
対
策
室

☎
０
９
５
（
８
９
５
）
２
４
２
１

平
成
22
年
分
給
与
所
得
の
年

末
調
整
説
明
会

と 

11
月
19
日
㈮ 

午
前
９
時
30
分

〜
11
時
30
分

ば 

あ
り
え
コ
レ
ジ
ヨ
ホ
ー
ル

※

そ
の
他
の
会
場
で
も
実
施
し
て

い
ま
す
。
希
望
す
る
人
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※

当
日
は
、
事
前
に
郵
送
し
た
資

料
を
必
ず
持
参
願
い
ま
す
。

お 

島
原
税
務
署 

法
人
課
税
部
門 

源
泉
所
得
税
担
当

☎
０
９
５
７
（
６
２
）
３
８
１
８

扶
養
親
族
等
申
告
書
は
、
期
限

ま
で
に
提
出
し
ま
し
ょ
う
！

　

老
齢
や
退
職
を
支
給
事
由
と
す

る
年
金
は
、
雑
所
得
と
し
て
所
得

税
の
課
税
対
象
と
さ
れ
て
い
ま
す

（
障
害
年
金
・
遺
族
年
金
は
課
税

さ
れ
ま
せ
ん
）。

　

課
税
対
象
と
な
る
受
給
者
に
は
、

毎
年
11
月
上
旬
ま
で
に
、
日
本
年

金
機
構
か
ら
扶
養
親
族
等
申
告
書

が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
提
出
期

限
（
12
月
１
日
）
ま
で
に
必
ず
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
申
告
に
よ
り
、
翌
年
の
年

金
か
ら
差
し
引
か
れ
る
源
泉
徴
収

税
額
が
決
ま
り
ま
す
。

　

な
お
、
提
出
を
忘
れ
る
と
、
所

得
税
の
源
泉
徴
収
税
額
が
多
く
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
年
金
以
外
に
収
入
が
あ

る
人
は
、
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

平
成
23
年
分
「
扶
養
親
族
等

申
告
書
」
が
送
付
さ
れ
る
人

●
65
歳
未
満

年
金
額
が
１
０
８
万
円
以
上

●
65
歳
以
上

年
金
額
が
１
５
８
万
円
以
上

お 

諫
早
年
金
事
務
所

☎
０
９
５
７
（
２
５
）
１
６
６
６

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

強
化
週
間
　

　

11
月
15
日
㈪
か
ら
21
日
㈰
は
、

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
強
化

週
間
で
す
。

　

夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力

や
職
場
で
の
差
別
、
セ
ク
シ
ュ
ア

ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
な
ど
女
性
の
人

権
に
関
す
る
相
談
を
受
け
付
け
ま

す
。

　

相
談
は
無
料
、
秘
密
は
厳
守
し

ま
す
。

お 

法
務
省
人
権
擁
護
局 

全
国
人

権
擁
護
委
員
連
合
会

☎
０
５
７
０
（
０
７
０
）
８
１
０

戦
後
強
制
抑
留
者
へ
の
特
別

交
付
金
に
つ
い
て

　

シ
ベ
リ
ア
戦
後
強
制
抑
留
者
に

対
す
る
特
別
給
付
金
の
請
求
を
受

け
付
け
ま
す
。

　

対
象
者
は
、
存
命
の
戦
後
強
制

抑
留
者
で
平
成
22
年
６
月
16
日
に

日
本
国
籍
を
有
す
る
人
で
す
。

　

請
求
方
法
な
ど
、
詳
細
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
受
付
時
間
／
土
・
日
・
祝
日
を

除
く
午
前
９
時
〜
午
後
６
時

〆 

平
成
24
年
３
月
31
日

お 

独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事

業
基
金
事
業
部
特
別
給
付
金
担
当

☎
０
５
７
０
（
０
５
９
）
２
０
４

お問い合わせは
南島原市役所
☎050-3381-5000
＊省略文字説明
　と：日　時　ば：場　所
　な：内　容　定：定　員
　り：料　金　対：対象者
　し：応募締め切り
　も：申し込み方法
　問：申し込み・お問い合わせ

募
　
　
　
　
集

お  

知  

ら  

せ

11月は「児童虐待防止推進月間」です

虐待が疑われたら、すぐに連絡を‼（秘密は厳守されます）
こども未来課 ☎０５０（３３８１）５０５０
子育てテレフォン ☎０５０（３３８１）５０５３

言葉にできない子どもの悲鳴を
見ない、聞かない、も虐待です。

見すごすな
幼い子どもの
SOS

身体的虐待、 性的虐待、 心理的虐待、 保護・養育の怠慢・拒否（ネグレクト）


